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７佐水上第６５３号 
令和７年１１月２５日 
 

佐々町水道料金・下水道使用料審議会会長 様 
 

佐々町長 濵野 亙 
 

諮  問  書 
 
 佐々町水道料金・下水道使用料審議会規程（令和７年佐々町上下水道規定第３号）

第２条の規定により、貴審議会のご意見を賜りたく諮問いたします。 
 

記 
 
１．諮問事項 
 佐々町水道事業給水条例（平成１０年条例第６号）に規定する料金及び佐々町公共

下水道条例（平成６年条例第１６号）に規定する使用料の適正化について 
 
２．諮問理由 

本町の水道事業は、給水収益が減少し経常収支における利益が減少していることに

加え、施設の老朽化に伴い継続的な更新費用が見込まれています。更に、近年の物価

高騰等も相まって、経営状況は今後ますます厳しくなっていくものと予測しています。 
 地方公営企業は、営業収入を基に経営を行って費用を賄う独立採算が大原則となっ

ており、厳しくなっていく経営状況の中、将来にわたって安定的な事業継続のため経

営の効率化・健全化について検討を進めながら事業を行っておりますが、水道事業を

支える料金の適正化による収入の確保について検討を行う必要があります。 
 また、下水道事業では、今までどおり一般会計から法で認められた繰入を基本とし

た財政計画において、将来的に安定経営が行える見込みとなっておりますが、激しく

社会情勢が変化していく中で更新計画の見直しにも対応していかなければいけません。 
現在は、更新工事までを含めた中で、一般会計からの法定内繰入や補助金、使用料

収入により単年度の収支を均衡させる経営方針をとっていますが、先述いたしました

とおり、更新計画の見直しに対応ができるような財源の確保は非常に重要な検討課題

と考えています。 
つきましては、多様な視点による幅広いご意見をいただき、水道事業及び下水道事

業を支えるための適正な水道料金及び下水道使用料の適正化について調査、審議をお

願いいたしたく諮問するものです。 
 
３．答申期限 
 答申は、令和８年５月末を目途にお願いいたします。 


